
 

蒲郡市公衆無線ＬＡＮ利用規約 

 

（趣旨） 

第１条 この規約は、市民及び施設利用者の利便性の向上を図るために蒲郡市（以

下「市」という。）が開設した無線によるインターネット接続環境（以下「無線Ｌ

ＡＮ」という。）の利用について必要な事項を定めるものとする。 

（設置施設等） 

第２条 無線ＬＡＮの設置施設、利用時間及び接続に関する事項（以下「設置施設

等」という。）は別表に定めるものとする。ただし、災害発生時やイベントの開催

その他市長が特に必要があると認めた場合は、設置施設等を変更することができ

る。 

（無線ＬＡＮ利用のための準備等） 

第３条 無線ＬＡＮを利用しようとする者（以下「利用者」という。）は次に掲げる

ものを準備するものとする。 

⑴ パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット端末等無線ＬＡＮ（Ｗ

ｉ－Ｆｉ）機能を搭載した端末（以下「端末等」という。）及び接続の認証に必

要な環境等 

⑵ 端末等及び端末等の付属機器に供給する電源 

⑶ Ｗｅｂブラウザ等 

２ 無線ＬＡＮの利用料金は、無料とする。ただし、利用者がインターネット上で

利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を

負担するものとする。 

（利用の手続） 

第４条 利用者は、この規約に同意の上、Ｗｅｂブラウザ等に必要事項を入力し利

用申込みを行うものとする。 

（利用者資格の停止・取消し） 

第５条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は事前に通知するこ

となく、直ちに当該利用者の利用者資格を停止し、又は取り消すことができるも

のとする。 

⑴ 次条の規定で禁止している事項に該当する行為を行った場合 

⑵ 前号に掲げる場合のほかこの規約に違反した場合 



 

⑶ その他利用者として不適当と市長が認めた場合 

（禁止事項） 

第６条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならないものとする。 

⑴ 市又は第三者の著作権又はその他の権利を侵害する行為若しくはそのおそれ

のある行為 

⑵ 市又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為 

⑶ 市又は第三者を誹謗中傷する行為 

⑷ 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する

情報を提供する行為 

⑸ 犯罪的行為又はそのおそれのある行為 

⑹ 選挙運動又はこれに類する行為（選挙期間中であるか否かを問わない。） 

⑺ 性風俗、宗教又は政治に関する行為 

⑻ コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線ＬＡＮを通じ、又は無

線ＬＡＮに関連して使用若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付若しく

は提供する行為 

⑼ 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不

特定多数に大量のメールを送信する行為 

⑽ ファイル共有ソフトウェアの使用等著しく大量なデータ送信 

⑾ 前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為若しくは違反するおそれの

ある行為又は市長が不適当と認める行為 

２ 前項に該当する利用者の行為によって、市、利用者及び第三者に損害が生じた

場合は、利用者はすべての法的責任を負うものとする。 

（運用の中止） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線ＬＡＮの運用を中止で

きるものとする。 

⑴ 無線ＬＡＮのシステムの保守若しくは工事を定期的又は緊急に行う場合 

⑵ 災害その他の非常事態により、無線ＬＡＮの運用が通常どおり実施できなく

なった場合 

⑶ 無線ＬＡＮのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事

由がある場合 

⑷ その他市長が無線ＬＡＮの運用上一時的な中断が必要と判断した場合 



 

２ 無線ＬＡＮの運用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害につ

いても、市長は一切責任を負わないものとする。 

（免責） 

第８条 無線ＬＡＮのサービスの内容及び利用者が無線ＬＡＮを通じて得る情報の

内容等については、市長は一切保証しないものとする。 

２ 無線ＬＡＮのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線ＬＡＮサービ

スを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者の端末等のコ

ンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他無線ＬＡＮ

に関連して発生した利用者の損害について、市長は一切責任を負わないものとす

る。 

３ 無線ＬＡＮへの接続に係る利用者の端末等の設定は、利用者が行うものとする。

ただし、端末等の機種、基本ソフトウェア、Ｗｅｂブラウザ等によって、無線Ｌ

ＡＮを利用できない場合があっても、市長は一切責任を負わないものとする。 

４ 利用者が無線ＬＡＮを利用したことにより、第三者との間に生じた紛争等につ

いて、市長は一切の責任を負わないものとする。 

５ 市長は、無線ＬＡＮの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログの収集閲

覧、ＭＡＣアドレスの管理を行う場合があり、これにより特定のＷｅｂサイトへ

の接続を制限することができるものとする。 

（本規約の変更） 

第９条 市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。 

附 則 

この規約は、平成２７年６月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２８年２月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和２年２月１９日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和２年９月２８日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和４年８月３０日から施行する。 



 

別表（第２条関係） 

設置施設等 

番号 
施設名 

（利用場所） 
利用時間 

接続に関する事項 

（認証方式） 

接続に関する事項 

（SSID） 

１ 
蒲郡市役所本庁舎 

（本館１階市民課周辺） 

施設の開館時

間に準ずる 

FREESPOT 協議会方式 

（メール認証） 

'freespot'=SecurityPassword(AES) 

又は 

FREESPOT 

２ 
蒲郡市観光交流センター 

（施設内） 

３ 
蒲郡市生命の海科学館 

（１階受付周辺） 

４ 
蒲郡市モーターボート競走場 

（観覧席） 

５ 
蒲郡市民会館 

（施設内） 

６ 
蒲郡市博物館 

（１階受付周辺） 

７ 
蒲郡市竹島水族館 

（１階入口周辺） 

８ 
蒲郡市立図書館 

（２階受付周辺） 

９ 
海賓館マリンセンターハウス 

（施設内） 

  



 

１０ 
海辺の文学記念館 

（施設内） 

１１ 

蒲郡市勤労福祉会館 

（１階ロビー周辺） 
  

蒲郡市勤労福祉会館 

（２階貸室周辺及び３階貸室周辺） 

パスワード認証 

kinpuku-net 

１２ 
蒲郡市生きがいセンター 

（施設内） 
ikigai 

１３ 
蒲郡市老人福祉センター寿楽荘 

（施設内） 
jurakusou 

１４ 
蒲郡市蒲郡公民館 

（施設内） 

aterm-ea206e-g 

aterm-ea206e-a 

１５ 
蒲郡市小江公民館 

（１階及び３階） 
koe-net 

１６ 
蒲郡市府相公民館  

（施設内） 
fusou-net 

１７ 
蒲郡市東部公民館 

（２階）  
toubu-net 

１８ 
蒲郡市北部公民館  

（施設内） 

  

hokubu-net 

１９ 
蒲郡市西部公民館  

（施設内） 
seibu-net 

   



 

２０ 
蒲郡市三谷公民館 

（施設内）  
miya-net 

２１ 
蒲郡市塩津公民館  

（施設内） 
siotsu-net 

２２ 
蒲郡市大塚公民館  

（２階及び３階） 
ootsuka-net 

２３ 
蒲郡市形原公民館  

（施設内） 
katahara-net 

２４ 
蒲郡市西浦公民館  

（施設内） 
nishiura-net 

 


